
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
七
十
八
号

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
国
際
協
力
等
の
目
的
で
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
外
国
政
府
の
機
関
等
に
派
遣

さ
れ
る
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
処
遇
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
職
員
の
派
遣
）

第
二
条
　
任
命
権
者
（
地
方
公
務
員
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
地
方

公
共
団
体
と
外
国
の
地
方
公
共
団
体
と
の
間
の
合
意
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
基
づ
き
又
は
次
に
掲
げ
る

機
関
の
要
請
に
応
じ
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員

（
条
例
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関

二
　
外
国
政
府
の
機
関

三
　
我
が
国
が
加
盟
し
て
い
る
国
際
機
関

四
　
前
三
号
に
準
ず
る
機
関
で
、
条
例
で
定
め
る
も
の

２
　
任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
派
遣
す
る
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
派
遣
職
員
の
職
等
）

第
三
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
派
遣
の
期

間
中
、
派
遣
さ
れ
た
時
就
い
て
い
た
職
又
は
派
遣
の
期
間
中
に
異
動
し
た
職
を
保
有
す
る
が
、
職
務
に
従
事
し
な

い
。

第
四
条
　
任
命
権
者
は
、
派
遣
職
員
に
つ
い
て
そ
の
派
遣
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
職
員
を

職
務
に
復
帰
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
派
遣
職
員
は
、
そ
の
派
遣
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
職
務
に
復
帰
す
る
も
の
と
す
る
。

（
派
遣
職
員
の
業
務
上
の
災
害
に
対
す
る
補
償
等
）

第
五
条
　
派
遣
職
員
に
関
す
る
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
の
機
関
の
業
務
を
公
務
と
み
な
す
。

２
　
派
遣
職
員
の
派
遣
先
の
業
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
係
る
地
方
公
務
員
災
害
補
償

法
の
規
定
に
よ
る
平
均
給
与
額
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
四
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

３
　
派
遣
職
員
の
派
遣
先
の
業
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
し
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
規
定
に

よ
る
補
償
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
が
派
遣
先
の
機
関
等
か
ら
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
当

該
災
害
に
対
す
る
補
償
を
受
け
た
と
き
は
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
、
同

法
の
規
定
に
よ
る
補
償
を
行
わ
な
い
。

第
六
条
　
派
遣
職
員
に
関
す
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
又
は
地
方
公

務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
先
の
機
関
の
業
務
を
公
務
と
み
な
す
。

２
　
派
遣
職
員
に
関
す
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
派
遣
職
員
の
派
遣
先
の
業
務

上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
し
て
派
遣
先
の
機
関
等
か
ら
補
償
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
た
め
、
前

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
災
害
に
対
す
る
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
補
償
が
行
わ
れ
な
い

こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
派
遣
先
の
機
関
等
か
ら
の
補
償
を
同
法
の
規
定
に
よ
る
補
償
に
相
当
す
る
補

償
と
み
な
す
。

（
派
遣
職
員
の
給
与
等
）

第
七
条
　
派
遣
職
員
の
派
遣
の
期
間
中
の
給
与
及
び
派
遣
職
員
が
派
遣
の
終
了
後
派
遣
先
の
業
務
上
の
負
傷
又
は
疾

病
に
起
因
し
て
、
当
該
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
た
め
若
し
く
は
当
該
疾
病
に
係
る
就
業
禁
止
の
措
置

に
よ
り
勤
務
し
な
い
と
き
、
又
は
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職

に
さ
れ
た
と
き
の
当
該
勤
務
し
な
い
期
間
又
は
休
職
の
期
間
中
の
給
与
、
派
遣
職
員
が
退
職
し
た
と
き
の
退
職
手

当
並
び
に
派
遣
職
員
に
対
す
る
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員

の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
る
国

家
公
務
員
の
給
与
及
び
旅
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
派
遣
職
員
の
復
帰
時
に
お
け
る
処
遇
）

第
八
条
　
派
遣
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
け
る
任
用
、
給
与
等
に
関
す
る
処
遇
に
つ
い
て
は
、
部
内
の
職

員
と
の
均
衡
を
失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
適
切
な
配
慮
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
地
方
公
務
員
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
く
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
、
又
は
同
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
職
務
に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
て
い
る
職
員
で
あ
つ
て
、
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

機
関
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
施
行

の
日
に
派
遣
職
員
と
な
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
六
月
二
七
日
法
律
第
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
二
二
日
法
律
第
一
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第

二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


